
  

 

         

 

 

 
 名東区を拠点とし、区内の地域福祉を推進するＮＰＯ団体、ボランティア団 

 体、社会福祉関係団体、住民主体による地域の助けあいなどの地域福祉活動で、 

 令和８年７月１日（水）から令和９年３月３１日（水）の間に区内で実施す 

る事業です。 

 ただし、下記の活動は助成対象となりません。 

  ★営利を目的とする活動 

  ★政治・宗教などに著しく偏っている活動 

  ★その他、事業経費として不適当と認められるもの 

（過度な飲食代、高額な景品、事業目的と直接関係ない物品等） 

 ※同一団体による同一事業の申請は、３年間を上限とします。（令和７年度から） 
   

 例えば・・・   

 ★子どもの自主学習の     ★子ども               ★子ども食堂 

場の開設        一時預かりサービス 

（寺子屋事業） 

                       

 

                      ★未就園児を持つ保護者の 

                                   交流会 

  

★絵本の読み聞かせ 

サロン 

   

 

 

このほか、★親子で参加できるアートセラピー ★手話カフェ（手話サロン）  
★外国籍の子どもへの学習支援  ★障がい児に関する取り組み など

       

  

 

1団体・グループにつき、上限５万円まで助成 
 

（最大８団体まで交付） 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 指定の申請書（様式１）に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて来所 

または郵送にて本会に提出してください。（メール・ＦＡＸでの提出不可） 

詳しくは名東区社会福祉協議会ホームページ「名東区子ども・子育

て支援応援助成事業 申請団体・グループ募集！」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名東区子ども・子育て支援応援助成事業 《募集概要》 

＜審査から助成金交付までの流れ＞         

第 1 次審査  （書類による要件審査）   

【申請締切】 令和８年５月２９日（金）   

持参の場合：締切日 17 時まで 

郵送の場合：締切日必着 

         ※１団体につき、１事業の申請のみ 
 
 

第 2 次審査  （書類による内容審査）  

第１次審査を通過した事業について、提出書類の内容をより詳細に審査します。 

審査員による総合的な評価を踏まえ、助成の可否を決定します。 

※審査の結果、最大８団体が助成を受けることができます。 

そのため、審査結果によって助成を受けられない場合があります。 

 

審査結果通知 申請団体へ「審査結果通知書」を送付します。 

助成交付が決定した団体へは「交付決定通知書」を交付し助成金を 

            交付します。（６月下旬頃を予定） 

※決定に関する審査の詳細については、お答えいたしかねます。 

 

※事業終了後１ケ月以内に、「事業報告書」と使途がわかる「領収書」などを 

提出いただきます。また、余剰金や事業が適正に実施されなかったと認められる場合

は返還いただきます。 

対象事業 申請方法 

こ名東区における子ども・子育て支援の推進と共同募金への理解の拡大を目的とします。 

共同募金を財源とする助成により、子ども・子育て支援に関する活動をされる団体やグループを応援します。 

「安心して子育てしやすいまち」を地域の皆さんで作り上げる、きっかけづくりをしませんか！ 

助成額 

お願い 

・事業を実施される際には、チラシなど作成する際は共同募金配分金事業の

明記、のぼり・募金箱の設置（いずれも本会から貸与可）をお願いします。 

・１０月に区内各所で街頭募金（通行人に呼びかける募金）を実施します。 

後日ご案内しますので、ご協力をお願いいただけたら幸いです。 

・地域イベントや会合などで、活動の発表をお願いする場合があります。 

 


